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福祉医療制度福祉医療制度福祉医療制度

福祉医療費受給者証をお持ちのみなさんへ福祉医療費受給者証をお持ちのみなさんへ

～医療費の自己負担を補助します～～医療費の自己負担を補助します～～医療費の自己負担を補助します～

～８月１日から更新されます　忘れず手続きをしてください～～８月１日から更新されます　忘れず手続きをしてください～～８月１日から更新されます　忘れず手続きをしてください～

　福祉医療費助成制度は、乳幼児、ひとり親家庭の児童等、高齢身体障害者および重度心身障害（児）
者の心身の健康保持と生活の安定をはかるため、医療費の保険適用分の自己負担相当額を助成する制
度です。この制度にかかる費用は、秋田県と仙北市が負担するものです。

※重度心身障害（児）者以外は所得制限があります。ただし、重度心身障害者であっても社会保険本人
　の場合には所得制限があります。
※乳幼児の自己負担の補助内容は下記のとおりです。
　①受給者が自己負担分の半額を医療機関で負担。ただし、上限は１，０００円（１医療機関、１カ月ごと、
　　総合病院は各科ごと）
　②０歳児は医療機関での自己負担はなし。
　③市民税所得割非課税世帯は医療機関での自己負担はなし。

　現在、受給者証をお持ちの該当者には、通知します。また、未申請の方、今年度新たに該当すると思わ
れる方は、８月１日以降に市民課へお問い合わせください。

乳幼児
生まれた日から満６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで
（例えば、７月１０日で満６歳になった人は来年の３月３１日まで）

母子・父子
家庭の児童

母子・父子家庭となった日から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日
まで（例えば、７月３日で満１８歳になった人は来年の３月３１日まで）

重度心身
障害（児）者 身体障害者手帳１～３級を持っている方又は療育手帳Aを持っている方

高齢者
身体障害者

６５歳以上の身体障害者手帳４～６級を持っている方
（社会保険本人を除く）

◆問合せ：市民課国保年金係　ＴＥＬ（４３）３３０７

◆問合せ：市民課国保年金係　ＴＥＬ（４３）３３０７

○更新日程
　７月２２日（火）　西木庁舎・桧木内出張所
　７月２３日（水）　田沢湖庁舎・神代出張所　　※時間はいずれも、午前９時～午後５時
　７月２４日（木）２５日（金）　角館西側庁舎 }


